
第三者提供に係る黙示による包括的同意に関するお知らせ 

 

タダノ健康保険組合においては、医療費通知（患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通

知）を世帯単位でまとめて行います。また、健保組合から支給する法定給付費、保健事業の補助

金を事業主経由で支給します。 

これらの方法は個人情報の第三者提供に該当するため、被保険者（医療費通知の場合は被扶養者

も）の同意が必要となります。 

ただし、加入者本人にとって利益となるもの等で、明示的な同意を得ることが必ずしも合理的で

あるとはいえないものについては、厚生労働省のガイダンスに示されているオプトアウトの方法

（本人から求めがあった場合に、後から第三者提供を停止することができる方法）による同意で

よいことになっています。 

医療費通知および給付金支給の方法につきましては、当健康保険組合では、同方法による同意と

させていただきますので、もし、上記の方法に同意されない方がございましたら、当健康保険組

合まで申し出て下さい。 

なお、この通知により同意を得られた場合でも申請時に同意の有無を確認させていただくことが

ございます。 


